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令和 7年度｢東京都環境影響評価審議会｣第一部会（第２回） 

  日時：令和７年５月 13日（火）午後３時 30分～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

  

１ 環境影響評価調査計画書に係る項目選定及び項目別審議並びに総括審議 

（仮称）京王重機整備北野工場建替計画 

 

２ その他 

 

 

【審議資料】 

資料１ 「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」 

資料１－１  環境影響評価調査計画書に係る環境影響評価の項目選定及

び項目別審議について 

資料１－２  「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」に係る環境影響

評価調査計画書について（案） 
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＜出席者＞ 

会長    柳委員 

第一部会長 奥委員 

荒井委員 

玄委員 

高橋委員 

堤委員 

水本委員 

横田委員 

      （８名） 

 

関政策調整担当部長 

藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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 環境影響評価調査計画書に係る環境影響評価の項
目選定及び項目別審議について  
 

（年月日）令和７年５月13日 

 

（事業名称）（仮称）京王重機整備北野工場建替計画 

 

１ 選定した環境影響評価の項目 11項目 （選定した理由 p.116～118） 

   大気汚染、悪臭、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、日影、景観、自然との

触れ合い活動の場、廃棄物、温室効果ガス 

 

【騒音・振動】 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動について、予測の対象時点を建設機械

の稼働による影響が最大となる時点としているが、本事業では段階的に建替えを行

う計画であり、施工場所や工種が異なること、また、住宅や福祉施設が近隣に存在

している地点もあることから、各段階における環境への影響が最大となる時点を適

切に把握し、必要な時点及び地点において予測・評価すること。 

 

２ 選定しなかった環境影響評価の項目 ６項目（選定しなかった理由 p.119） 

   水質汚濁、地形・地質、生物・ 生態系、電波障害、風環境、史跡・文化財 

 

   意見なし 

 

３ 都民の意見書及び周知地域市長の意見 

 

   別紙のとおり  

資料１-１ 
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「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」環境影響評価調査計画書に対する都民の意

見書及び周知地域市長の意見 

 

１ 意見書等の件数 

    都民からの意見書               ０ 件 

    周知地域市長からの意見            ２ 件 

      合  計                 ２ 件 

 

２ 周知地域市長からの意見 

【八王子市長】 

(１)  自然との触れ合い活動の場 

122 頁中、表 8.1-1（3）調査等の概要、項目 自然との触れ合い活動の場の調査

方法に季節ごとの調査に関する記載がないため、各季節の調査を要望する。 

 

(２)  その他 

本事業により、市民生活や企業活動に悪影響が生じないよう、十分な調査を行う

こと。特に副導線上に都営長沼町第２アパートや向河原公園等市民の往来が予想さ

れる場所があるため調査は十分に行うこと。 

 

【日野市長】 

(１) 事業実施に当たっては、関係法令等を遵守し、環境保全の見地に立って周辺環境

への負荷を極力小さいものとなるよう配慮されたい。 

  

別 紙 
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「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」に係る環境影響評価調査計画書について

（案） 

 

第１ 審議経過 

    本審議会では、令和７年３月11日に「（仮称）京王重機整備北野工場建替計画」

に係る環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。）について諮問されて

以降、部会における審議を行い、周知地域市長の意見を勘案して、その内容につい

て検討した。 

    その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第47条第１

項の規定に基づき、調査計画書に係る周知地域市長の意見を勘案するとともに、次

に指摘する事項について留意すること。 

 

【騒音・振動】 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音・振動について、予測の対象時点を建設機械

の稼働による影響が最大となる時点としているが、本事業では段階的に建替えを行

う計画であり、施工場所や工種が異なること、また、住宅や福祉施設が近隣に存在

している地点もあることから、各段階における環境への影響が最大となる時点を適

切に把握し、必要な時点及び地点において予測・評価すること。 

 

第３ その他 

調査等の手法について、事業計画の具体化に伴い変更等が生じた場合には、環境

影響評価書案において対応すること。 

  

資料１-２ 
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付 表 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審 議 事 項 

審議会 令和７年３月11日 調査計画書について諮問 

部 会 令和７年５月13日 

環境影響評価の項目選定及び項目別審議 

【選定した環境影響評価の項目】  

大気汚染、悪臭、騒音・振動、土壌汚染、

地盤、水循環、日影、景観、自然との触れ

合い活動の場、廃棄物、温室効果ガス 

【選定しなかった環境影響評価の項目】 

 水質汚濁、地形・地質、生物・生態系、電

波障害、風環境、史跡・文化財 

 

総括審議 

審議会 令和７年５月19日 答申(予定) 

 

 

 


